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毎週火 金曜日発行･

◇ 公募型指名競争入札 実施（管理課）………………………………………………………………

公募型指名競争入札 行 、次 公告 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

工事 概要

（ ） 工 事 名 ・ ・ 号布勢運動公園公園整備工事（ 工区）

（ ） 工事場所 鳥取市布勢

（ ） 工事内容

本件工事 、特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」 。） 共同施工 、布勢総合

運動公園陸上競技場 改修工事 行 。

（ ） 工事 規模、構造等

全 天 候 舗 装 工 Ａ＝ ㎡

表層 舗装工 Ａ＝ ㎡

上 層 路 盤 工 Ａ＝ ㎡

下 層 路 盤 工 Ａ＝ ㎡

競 技 設 備 一式

（ ） 工 期 平成 年 月 平成 年 月 日

（ ） 予定価格 円（消費税及 地方消費税 額 含 。）

技術資料等 提出 者

技術資料及 入札参加資格確認書類（以下「技術資料等」 。） 提出 者 、次 掲 事項

満 者 。

（ ） 共同企業体 関 条件

共同企業体 、県外 本店 有 者 名 県内 本店 有 者 名 自主的 結成

。

各構成員 出資比率 、 ー 以上 。

構成員 出資比率 異 場合 、出資比率 大 者 代表者 。 、出資比率 同

場合 、 者 代表者 。

各構成員 、本件入札 他 共同企業体 構成員 。
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機 械 名 能 力 等

ー ー ー ー 長 ー 以上

ー 施工 可能 幅 ー 又 ー

ー ー 両輪駆動又 全輪駆動 車両 重量 以上

ー ー 車両 重量 以上

モ タグレ ダ ブレ ドの さが メ トル のもの

アスファルトフィニッシャ が な が メ トル は メ トルのもの

マカダムロ ラ は で の が トン のもの

タイヤロ ラ の が トン のもの

3.1

4.5 8.5

10

８

（ ） 共同企業体 構成員共通 資格

地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条 規定 該当 者 。

平成 年鳥取県告示第 号（建設工事 指名競争入札 参加 者 必要 資格等 。以下

「入札参加資格告示」 。）又 平成 年鳥取県告示第 号（建設工事 指名競争入札 参加 者

必要 資格等 ） 基 入札参加資格（以下「入札参加資格」 。） 、 装工事

係 有 。

平成 年 月 日（金） 同月 日（月） 間 日 、鳥取県建設工事等入札

参加資格者指名停止措置要綱 基 指名停止措置 受 。

平成 年 月 日（月） 通知 本件入札 日 間 日 、会社更生

法（昭和 年法律第 号） 規定 更生手続開始 申立 行 者又 民事再生法（平成 年

法律第 号） 再生手続開始 申立 行 者（入札参加資格再認定 手続 行 者

除 。） 。

次 技術者 有 。

常勤 正社員 、 、舗装施工管理技術者 登録（共同企業体 代表者 、 級 係

限 。） 受 者 、 合材 品質管理 行 者 名以上

次 作業 有 。

常勤 正社員 、 ー 操作 者、 ー ー 操作

者、 ー ー 操作 者及 ー （舗装 、最後 微調整 専門的 行 者

。） 各 名以上

（ ー 操作 者 、他 機械 操作 者 兼 。）

次 舗装用機械 備 。

自己 保有 、又 ー 期間 減価償却資産 耐用年数等 関 省令（昭和 年大蔵省令第 号）

規定 耐用年数（以下「法定耐用年数」 。） ー 以上（法定耐用年数 年以上

場合 、 ー 以上） ー 以下 ー 契約（ ー 料金 総額 ー 物件

取得価格 諸費用 合計額 相当 契約 、中途 解約 禁止 限

。） 使用 次 表 掲 機械

表層工、基層工及 上層路盤工（特殊工法部分、路面切削、側溝及 街 除 。） 下請 業者

施工 自 施工 。

平成 年 月 日付鳥取県公報第 号 公告 ・ ・ 号布勢総合運動公園公園整備工事

（ 工区） 係 公募型指名競争入札 共同企業体 代表者 参加 者 。

（ ） 共同企業体 代表者 資格

装工事業 、建設業法（昭和 年法律第 号）第 条第 項 規定 特定建設業 許可

受 。

平成 年度以降 工事 完成 、引渡 完了 財団法人日本陸上競技連盟 定 第 種又

第 種 公認陸上競技場 係 全天候舗装工事（以下「同種工事」 。） 元請 施工 実

績 。 、共同企業体 構成員 施工 実績 、代表者 施工

限 。

２

４

４ １

１

１

１

８ ９ ６ １

１

３

３ ６

５ １

２

の の

ア の の に しない であること

イ の に する に な について

という は の に する

に な について に づく という のうち ほ に

るものを すること

ウ から までの のいずれの においても

に づく を けていないこと

エ からおって する の までの のいずれの においても

の による の てが われた は

による の てが われた の を っている を

く でないこと

オ の を していること

の であり かつ の の にあっては に る

ものに る を けている であって アスファルト の を うことができる

カ の を していること

の であって アスファルトフィニッシャ を できる マカダムロ ラ を できる

タイヤロ ラ を できる びレ キマン において の を に う をい

う

アスファルトフィニッシャ を できる は の を できる と ねることができる

キ の を えていること

が し はリ ス が の に する

の による という の パ セント が

の は パ セント パ セント であるリ ス リ ス の がリ ス の

と との におおむね する で に することが されているものに

る により する の に げる

ク び び きょを く を け の

によらずに ら できること

ケ により した

に る に の として した でないこと

の の

ア ほ について に する の を

けていること

イ に が し しの している が める は

の に る という を けとして した

があること ただし の として した については として したもの

に る

22 16 167

12 330

13 291

14 10 18 28

14

27 172 11

225

40 15

70 10

60 120

14 23 7411

24 100



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 10 18 146 3

ウ の に げる を たす を で できること

ア に を けとして した の

という として を した を する であること ただし の

した を した については が パ セント の の として

したものに る

イ の により される の の に した であること

ウ ほ について の に する の を けてい

る であること

エ によっては の に した がなされないおそれがあるとして が めた

には の ウに げる に え ウの イ び ウ に げる を たす

を で できること

の の の

ア ほ について に する の は の を け

ていること

イ のうち ほ の に るものを し かつ による

に されたほ における が であること

ウ の に げる を たす は を で できること

ア にあっては の により される は の

の に した であること

イ にあっては の により される の の

に した であり かつ ほ について の に する

の を けている であること

エ によっては の に した がなされないおそれがあるとして が めた

には の ウに げる は に え に げる を たす

は を で できること

ア にあっては の により される の の

に した であること

イ ウの イ に げる

の び

の

は から までの にインタ ネットのホ ムペ

ジ から するものと

する ただし これにより い には により するものとする

ア び

から までの び を く の から

まで

イ

ひの

の

本件工事 施工期間中、次 掲 基準 満 監理技術者 専任 配置 。

（ ） 平成 年度以降 同種工事 元請 施工 者 監理技術者、主任技術者等（以下「技術者

等」 。） 同種工事 施工管理 経験 有 者 。 、共同企業体 施工

同種工事 施工管理 経験 、出資比率 ー 以上 構成員 技術者等

施工管理 限 。

（ ） 建設業法第 条第 項 規定 実施 級 土木施工管理 検定 合格 者 。

（ ） 装工事業 、建設業法第 条 第 項 規定 監理技術者資格者証 交付 受

者 。

入札価格 当該契約 内容 適合 履行 発注者 求 場

合 、本件工事 施工期間中、 掲 監理技術者 加 、 （ ）及 （ ） 掲 基準 満

監理技術者 専任 配置 。

（ ） 共同企業体 代表者以外 者 資格

装工事業 、建設業法第 条第 項 規定 一般建設業 許可又 特定建設業 許可 受

。

入札参加資格 、 装工事 Ａ級 係 有 、 、入札参加資格告示 資格決定通

知書 記載 装工事 総合点数 点以上 。

本件工事 施工期間中、次 掲 基準 満 主任技術者又 監理技術者 専任 配置 。

（ ） 主任技術者 、建設業法第 条第 項 規定 実施 級又 級 土木施工管

理 検定 合格 者 。

（ ） 監理技術者 、建設業法第 条第 項 規定 実施 級 土木施工管理 検定

合格 者 、 、 装工事業 同法第 条 第 項 規定 監理技術者資格者証

交付 受 者 。

入札価格 当該契約 内容 適合 履行 発注者 求 場

合 、本件工事 施工期間中、 掲 主任技術者又 監理技術者 加 、次 掲 基準 満

主任技術者又 監理技術者 専任 配置 。

（ ） 主任技術者 、建設業法第 条第 項 規定 実施 級 土木施工管理 検定

合格 者 。

（ ） （ ） 掲 基準

技術資料等 作成及 提出

（ ） 技術資料作成要領 交付

技術資料作成要領 、平成 年 月 日（金） 同月 日（月） 間 ー ー ー

（ ） 入手

。 、 難 者 、次 直接交付 。

交付期間及 時間

平成 年 月 日（金） 同月 日（月） 日（日曜日及 土曜日 除 。） 午前 時 午

後 時

交付場所

鳥取市東町一丁目 鳥取県県土整備部管理課建設業係（鳥取県庁本庁舎 階）

鳥取市立川町六丁目 鳥取県鳥取地方県土整備局総務課（東部総合事務所内）

八頭郡郡家町大字郡家 鳥取県八頭地方県土整備局総務課（八頭総合事務所内）

倉吉市東巌城町 鳥取県倉吉地方県土整備局総務課（中部総合事務所内）

米子市糀町一丁目 鳥取県米子地方県土整備局総務課（西部総合事務所内）

日野郡日野町根雨 鳥取県 総合事務所県土整備局建設総務課

（ ） 技術資料等 提出
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発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

本件入札 参加 希望 者 、技術資料作成要領 基 作成 技術資料等 次 提出

。

提出期間及 時間

（ ） 同

提出場所

鳥取市東町一丁目 鳥取県県土整備部管理課建設業係

提出方法

持参 。

（ ） 技術資料等 審査

提出 技術資料等 基 、指名審査委員会 諮 審査 、競争入札参加者 指名 。

他

（ ） 関連情報 入手 照会窓口 、鳥取県県土整備部管理課建設業係（電話番号 ）

。

（ ） 技術資料等 提出 、入札参加 意向 確認 、技術資料等 提出 指名

限 。

（ ） 技術資料等 他提出 書類 、返却 。

（ ） 工事内容 関 説明会 、行 。

（ ） 提出 技術資料等 、提出 者 無断 本件入札以外 用途 使用 。

（ ） 本件工事 落札者 、 （ ） 予定価格 範囲内 最低 価格 有効 入札 行 者 。

、 者 入札価格 当該契約 内容 適合 履行 認

、又 者 契約 締結 公正 取引 秩序 乱 認

、当該予定価格 範囲内 価格 入札 他 者 最低 価格 入札 者

落札者 。

（ ） 本件工事 係 工事請負契約 締結 、鳥取県議会 議決 要 。
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